
 

軽自動車廃車記入例 軽自動車税（種別割）廃車申請書兼標識返納書（桃）

法人は代
表者印の
押印が必
要

所有者と同
じ場合は
チェックを
入れる

6 2 7  - 0  0  1   2

京丹後市峰山町杉谷889番地

京丹後 太郎

キョウタンゴ タロウ

S37 12 28 0772-69-0180

法人、個人
ともに必ず
本人確認
が必要

✓ ✓

受付日

原付バイクや小型特殊（農耕作業用・その他）は一時
抹消はできない。必ず廃車・譲渡・転出・排気量変更
で標識が変更となる等の理由が必要。

〇〇社（メーカー名）
XW350MM
2024

A350MM

XW350MM-12345 H06-A350MM 49

電動キック
ボードのみ
記入

委任欄は個
人・法人ともに
押印が必要

京丹後市峰山町杉谷123番地

京丹後 花子

0772-69-0001

標識（ナンバープ
レート）が回収でき
ない場合は、弁償
金（100円）を徴収
する

✓

✓

キョウタンゴ ハナコ

京丹後市峰山町杉谷889番地

京丹後 太郎

S37年 12月 28日 0772-69-0180

個人事業の場
合は、本人確認
をした相手の氏
名を記入

車両の情報は軽
自台帳で必ず確
認し、補足があれ
ば申請書に書き
足すこと

所有者住所と異なる場合は記入

職員押印


